
報告事項３ 

 

平成２８年度第２回愛知県教科用図書選定審議会の概要について 

このことについて、別紙資料に基づき報告します。 

 

 

 

 

平成２８年７月７日  

義 務 教 育 課  

特 別 支 援 教 育 課  
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別 紙 

 

平成２８年度第２回愛知県教科用図書選定審議会の概要 

 
１ 審議会名 平成２８年度第２回愛知県教科用図書選定審議会 
 
２ 開催日時 平成２８年６月１日（水） 午後２時から午後３時３０分 
 
３ 会  場 愛知県自治センター（Ｅ会議室） 

 
４ 審議事項 平成２９年度使用一般図書選定資料（案） 
 
５ 経過及び審議結果 
 
  愛知県平成２９年度使用義務教育諸学校教科用図書採択基準に基づき、愛 
 

知県教科用図書選定審議会規則第４条に規定する調査員により調査・研究が 
 
行われ、「平成２９年度使用一般図書選定資料（案）」が取りまとめられ、 
 
本審議会に報告された。 

 
   この「平成２９年度使用一般図書選定資料（案）」を慎重に審議した結果、 
 

県立特別支援学校の小学部及び中学部、市町村立小学校及び中学校の特別支 
 
援学級並びに、国立及び市町村立特別支援学校の小学部及び中学部における 
 
学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の「選定資料」として適切であ 
 
ると認めた。 
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○ 愛知県教科用図書選定審議会規則 

（昭和３９年教育委員会規則第６号）  
（趣旨）                                   

第１条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施

行令第１１条の規則に基づき、愛知県教科用図書選定審議会に関し必要な事

項を定めるものとする。 
第２条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 
３ 会長は、会務を総理する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。    

（会議） 

第３条 審議会の会議は、会長が招集する。 
２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。      
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 
 （調査員）                                  

第４条 審議会に、専門の事項を調査するため、調査員を置くことができる。     
２ 調査員は、教育委員会事務局及び教育機関の職員並びに学識経験がある者

のうちから、教育長が委嘱する。 
第５条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は会長が定め   

る。 
   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
 
































